
  

議案第16号 

 

   三朝町特別医療費助成条例の一部改正について 

 

 次のとおり三朝町特別医療費助成条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

  平成29年３月８日 

 

三朝町長 吉 田 秀 光 

 

 

 

 

 

三朝町特別医療費助成条例の一部を改正する条例 

 

三朝町特別医療費助成条例（昭和48年三朝町条例第34号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

（一部負担金） 

第４条 前条第２項第２号の一部負担金の

額は、健康保険法第63条第３項第１号に

規定する保険医療機関（以下「保険医療

機関」という。）又は同法第88条第１項

に規定する訪問看護事業を行う事業所

（以下「訪問看護事業所」という。）ご

とに、それぞれ１月につき同法第76条第

２項及び第３項又は第88条第４項の規定

により算定された額（障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行令（平成18年政令第10号）第35

条第１号に規定する高額治療継続者にあ

 

（一部負担金） 

第４条 前条第２項第２号の一部負担金の

額は、健康保険法第63条第３項第１号に

規定する保険医療機関（以下「保険医療

機関」という。）又は同法第88条第１項

に規定する訪問看護事業を行う事業所ご

とに、それぞれ１月につき同法第76条第

２項及び第３項又は第88条第４項の規定

により算定された額（障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行令（平成18年政令第10号）第35

条第１号に規定する高額治療継続者にあ

っては、その者が障害者の日常生活及び
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っては、その者が障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律

第52条の支給認定を受けた自立支援医療

の種類に係るものを除く。）に100分の10

を乗じて得た額（その額に５円未満の端

数があるときはこれを切り捨て、５円以

上10円未満の端数があるときはこれを10

円に切り上げた額）とする。 

２ 前項の一部負担金の額は、保険医療機

関又は訪問看護事業所ごとに、それぞれ

１月につき、次の表の左欄に掲げる区分

に応じ同表の右欄に定める額を上限とす

る。 

 

医 療

を 受

け る

者 の

区分 

一部負担金上限額 

健康保険法

第 63条第１

項第５号に

掲げる給付

（以下「入院

給付」とい

う。）の場合 

健康保険法第63条

第１項第１号から

第４号までに掲げ

る給付（同項第５号

に掲げる給付に伴

うものを除く。以下

「外来給付」とい

う。）又は同法第88

条第１項の訪問看

護療養費の給付（以

下「訪問看護療養給

付」という。）の場

合 

 略 

３ 前条第２項第３号の一部負担金の額

は、保険医療機関又は訪問看護事業所ご

とに、入院給付にあっては、健康保険法

施行令（大正15年勅令第243号）第43条第

１項第１号ホ又は第２号ハ若しくはニの

規定による認定を受けている者その他の

規則で定める者（第５項に規定する者を

除く。）が同一の月に同一の保険医療機

関において入院給付を16日以上受けたと

社会生活を総合的に支援するための法律

第52条の支給認定を受けた自立支援医療

の種類に係るものを除く。）に100分の10

を乗じて得た額（その額に５円未満の端

数があるときはこれを切り捨て、５円以

上10円未満の端数があるときはこれを10

円に切り上げた額）とする。 

 

２ 前項の一部負担金の額は、保険医療機

関又は健康保険法第88条第１項に規定す

る訪問看護事業を行う事業所ごとに、そ

れぞれ１月につき、次の表の左欄に掲げ

る区分に応じ同表の右欄に定める額を上

限とする。 

医 療

を 受

け る

者 の

区分 

一部負担金上限額 

健康保険法

第 63条第１

項第５号に

掲げる給付

（以下「入院

給付」とい

う。）の場合 

健康保険法第63条

第１項第１号から

第４号までに掲げ

る給付（同項第５号

に掲げる給付に伴

うものを除く。以下

「外来給付」とい

う。）又は同法第88

条第１項の訪問看

護療養費の給付の

場合 

 

 

 略 

３ 前条第２項第３号の一部負担金の額

は、保険医療機関ごとに、入院給付にあ

っては、健康保険法施行令（大正15年勅

令第243号）第43条第１項第１号ホ又は第

２号ハ若しくはニの規定による認定を受

けている者その他の規則で定める者（第

５項に規定する者を除く。）が同一の月

に同一の保険医療機関において入院給付

を16日以上受けたときの16日目以降の入
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きの16日目以降の入院給付を除き１日に

つき1,200円、外来給付又は訪問看護療養

給付にあっては、同一の月に同一の保険

医療機関又は訪問看護事業所において外

来給付又は訪問看護療養給付を５回以上

受けたときの５回目以降の外来給付又は

訪問看護療養給付を除き１日につき530

円とする。 

４ 前項の一部負担金の額は、保険医療機

関又は訪問看護事業所ごとに、外来給付

にあっては健康保険法第76条第２項又は

第３項の規定により算定した額に社会保

険各法に定める被保険者負担割合を乗じ

て得た額（その額に５円未満の端数があ

るときはこれを切り捨て、５円以上10円

未満の端数があるときはこれを10円に切

り上げた額とする。）を、訪問看護療養

給付にあっては健康保険法第88条第４項

の規定により算定した額に社会保険各法

に定める被保険者負担割合を乗じて得た

額（その額に５円未満の端数があるとき

はこれを切り捨て、５円以上10円未満の

端数があるときはこれを10円に切り上げ

た額とする。）を、健康保険法施行令第

41条第９項に規定する厚生労働大臣が定

める疾病に係る社会保険各法の規定によ

る認定を受けている者が受けた入院給付

にあっては１月につき１万円（同令第42

条第９項第２号に該当する者にあって

は、２万円）を上限とする。 

院給付を除き１日につき1,200円、外来給

付にあっては、同一の月に同一の保険医

療機関において外来給付を５回以上受け

たときの５回目以降の外来給付を除き１

日につき530円とする。 

 

 

 

４ 前項の一部負担金の額は、保険医療機

関ごとに、外来給付にあっては健康保険

法第76条第２項又は第３項の規定により

算定した額に社会保険各法に定める被保

険者負担割合を乗じて得た額（その額に

５円未満の端数があるときはこれを切り

捨て、５円以上10円未満の端数があると

きはこれを10円に切り上げた額とする。）

を、健康保険法施行令第41条第９項に規

定する厚生労働大臣が定める疾病に係る

社会保険各法の規定による認定を受けて

いる者が受けた入院給付にあっては１月

につき１万円（同令第42条第９項第２号

に該当する者にあっては、２万円）を上

限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

５及び６ 略 ５及び６ 略 

 

（助成の方法） 

第５条 医療費の助成は、療養又は医療を

受けた保険医療機関若しくは訪問看護事

業所又は同法第63条第３項第１号に規定

する保険薬局（以下「医療機関等」とい

う。）に支払うことによって行う。 

 

（助成の方法） 

第５条 医療費の助成は、療養又は医療を

受けた保険医療機関若しくは健康保険法

第88条第１項に規定する訪問看護事業を

行う事業所（別表第１号から第３号に掲

げる者が療養を受けた場合に限る。）又
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２及び３ 略 

は同法第63条第３項第１号に規定する保

険薬局（以下「医療機関等」という。）

に支払うことによって行う。 

２及び３ 略 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の三朝町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以

後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費

の助成については、なお従前の例による。 


